
 N e w s  役場からのお知らせ

農業をやりたい人と手伝ってほしい農家さんをつなぐ

農業サポーター人材バンクに
登録しませんか

　町では、農業をやってみたい人と農繁期などに労働力不足で困って
いる農業者をつなぐ、｢まさき農業サポーター人材バンク登録制度｣ を
始めました。これは、簡単な登録手続きをするだけでお互いの情報を
共有し、雇用に関する交渉や契約を直接行うことができる制度です。
　登録方法などを紹介しますので、ぜひ利用してください。

サポーター

人材バンク

農業者

①登録申請をする
　｢農業サポーター人材バンク登録申請書｣と｢暴力団等でな
い旨の誓約書｣に必要事項を記入し、本人確認書類（運転免許
証など）と認め印（朱肉を使うもの）を持って産業課で申請する。
※　申請書と誓約書の様式は町のホームページからダウン
　ロードするか、産業課の窓口にあります。
※　申請者本人が直接持参してください。

②登録者の情報を閲覧する
　農業サポーター人材バンクに登録した人の情報を産業
課の窓口で閲覧する。
※　登録した人の希望事項（作業内容や勤務時間など）は町の
　ホームページに匿名で掲載しますので、誰でも閲覧できます。

③希望条件に合う相手と交渉する
　希望条件に合う相手が見つかれば、直接連絡を取り合っ
て雇用に関する交渉や契約を行う。

①

② ②

①

③

利用の流れ

◉登録要件
【農業者】町内で農業を営む農業者
【サポーター】登録申請をする日が属する年

　度の 4 月 1 日時点で満 15 歳以上の人

◉イメージ図

問産業課農業振興係　☎ 985-4119

安心して農地の貸し借りをしませんか ◉利用権設定等促進事業

①申請書類の提出
②農業委員会の決定
　後、計画を公告し、
　貸し手の農地で借
　り手が経営開始
③双方へ期間満了通
　知後、貸し借り終了

貸し手

後継者不足
高齢化

借り手

経営規模拡大
効率的な運営

　安心して農地の貸し借りができる ｢利用権設定等促進
事業｣（右図）で、効率的な経営をしませんか。▲

メリット
・貸した農地は必ず返ってくる
・期間満了後の離作料は不要
・利用権の再設定で継続した貸し借りも可能▲

受付期間　４月１日㊊～ 26 日㊎ 問農業委員会事務局　☎ 985-4131

FAX でのお問い合わせ　985-4148 ㈹
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平成 31 年度

義  農  祭

日時　4月 23 日㊋　10 時～
場所　義農公園
内容　式典、各
　種特産物など
　の即売、伝統
　芸能発表

問総務課企画政策係
　☎ 985―4103

　享保の大飢饉の際、後世に麦種を
残すため、自らの命を犠牲にして亡く
なった義農作兵衛をしのび義農祭を
開催します。

義農作兵衛の遺徳をしのんで 皆さんの声を聞かせてください

今年も行います

町政懇談会

問総務課広報情報係
　☎ 985―4132

　昨年に引き続き、各地区で町政懇談会を行います。
　日程は回覧板を通じてお知らせしますので、確認
してください。
　昨年の町政懇談会で多くの意見をいただいた、小・
中学校のエアコン設置については、整備費用を予算化
し今年の夏までに完
了予定です。
　今年も、より多く
の皆さんの参加をお
待ちしています。

　

初
め
て
ジ
ョ
ギ
ン
グ
を
す
る
人
を
対

象
に
、
準
備
運
動
、
走
り
方
や
体
幹
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
な
ど
安
全
に
ジ
ョ
ギ
ン
グ

を
続
け
る
た
め
の
コ
ツ
を
ア
ド
バ
イ
ス

し
ま
す
。
一
緒
に
楽
し
く
健
康
に
な
り

ま
し
ょ
う
。

▼
日
時

【
春
コ
ー
ス
】5
月
13
日（
月
）、
20
日

（
月
）、
27
日（
月
）、
６
月
３
日（
月
）、

10
日（
月
）、
17
日（
月
）、
24
日（
月
）、

7
月
１
日（
月
）、８
日（
月
）、22
日（
月
）

の
い
ず
れ
も
19
時
～
21
時

【
秋
コ
ー
ス
】９
月
４
日（
水
）、
11
日

（
水
）、
18
日（
水
）、
25
日（
水
）、
10
月

２
日（
水
）、
９
日（
水
）、
23
日（
水
）、

30
日（
水
）、11
月
６
日（
水
）、13
日（
水
）

の
い
ず
れ
も
19
時
～
21
時

▼
場
所　

福
祉
セ
ン
タ
ー
２
階
集
会

室
、
松
前
公
園

▼
対
象　

町
内
在
住
で
お
お
む
ね
30
歳

か
ら
64
歳
ま
で
の
人

▼
内
容　

管
理
栄
養
士
と
理
学
療
法
士

に
よ
る
ミ
ニ
講
座
、
ジ
ョ
ギ
ン
グ
、
ス

ト
レ
ッ
チ
な
ど

▼
講
師　

理
学
療
法
士
、管
理
栄
養
士
、

ジ
ョ
ギ
ン
グ
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
な
ど

▼
定
員　

各
コ
ー
ス
30
人（
先
着
順
）

▼
参
加
費　

無
料

▼
準
備
物　

タ
オ
ル
、
水
分
、
シ
ュ
ー
ズ

▼
申
し
込
み
方
法　

電
話
か
メ
ー
ル
で

申
し
込
み

※
メ
ー
ル
の
場
合
は
、
受
信
後
３
日
以

内（
土
日
祝
を
除
く
）に
受
け
付
け
完
了

メ
ー
ル
を
送
信
し
ま
す
。

▼
申
し
込
み
期
間　

【
春
コ
ー
ス
】３
月
25
日（
月
）
～
４
月

19
日（
金
）

【
秋
コ
ー
ス
】７
月
１
日（
月
）
～
８
月

16
日（
金
）

※
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
。

ゼ
ロ
か
ら
始
め
る
ジ
ョ
ギ
ン
グ
教
室

ジ
ョ
ギ
ン
グ
を
続
け
る
コ
ツ
を
学
ぼ
う

▼
申
込
先
・
問
い
合
わ
せ

健
康
課
保
健
セ
ン
タ
ー
係

　

☎
９
８
５
―
４
１
１
８

731hoce@
tow
n.m
asaki.ehim

e.jp

◉ 初回ゲストランナー
土佐礼子さん

　各コース初回は、三井住友

海上女子陸上競技部アドバイ

ザーでオリンピアンの土佐礼

子さんの指導が受けられます。

▼
対
象
者　

松
前
町
に
住
民
登
録
が
あ

り
、65
歳
に
な
っ
た
後
に
有
効
期
限
内
の

運
転
免
許
証
を
自
主
的
に
返
納
し
た
人

※
重
度
障
が
い
者（
児
）タ
ク
シ
ー
利
用

助
成
事
業
の
対
象
者
を
除
き
ま
す
。

▼
内
容
　
次
の
い
ず
れ
か
の
公
共
交
通
機
関

の
乗
車
券
な
ど
を
１
回
限
り
交
付
し
ま
す
。

①（
株
）伊
予
鉄
グ
ル
ー
プ
が
発
行
す
る
Ⅰ

Ｃ
い
～
カ
ー
ド　

１
万
円
分

②
四
国
旅
客
鉄
道（
株
）が
発
行
す
る
Ｊ

Ｒ
四
国
旅
行
券　

１
万
円
分

③
登
録
さ
れ
た
タ
ク
シ
ー
事
業
者
で
使

え
る
初
乗
り
基
本
料
金
相
当
分
の
タ
ク

シ
ー
利
用
助
成
券　

20
枚

▼
申
請
方
法　

申
請
書
、
認
め
印（
朱
肉

を
使
う
も
の
）と
次
の
い
ず

れ
か
の
書
類
を
町
民
課
に
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。
伊
予
警
察
署
で
自
主
返
納
し
た
場

合
、
支
援
事
業
の
申
請
を
同
時
に
伊
予

警
察
署
で
行
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。

①
運
転
経
歴
証
明
書　

②
運
転
免
許
取

消
通
知
書　

③
取
り
消
し
後
の
運
転
免

許
証（
公
安
委
員
会
が
証
明
し
た
も
の
）

④
運
転
免
許
経
歴
証
明
書

※
②
④
は
本
人
確
認
書
類
も
必
要
で
す
。

※
申
請
書
は
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
ほ
か
、
窓
口
に

あ
り
ま
す
。

問
町
民
課
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
係　

☎
９
８
５
―
４
２
２
８

65
歳
以
上
で
運
転
に
不
安
を
感
じ
て
い
る
皆
さ
ん
へ

運
転
免
許
自
主
返
納
事
業
を
始
め
ま
す

　

出
作
遺
跡
と
は
、
西
日
本
を
代
表
す
る

古
墳
時
代
の
大
規
模
な
祭さ

い

祀し

遺
跡
で
す
。

　

町
民
の
皆
さ
ん
に
出
作
遺
跡
の
こ
と

を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
、
今
回
は
須す

恵え

器き

を
中
心
に
展
示
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ

ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
須
恵
器
と
は　

古
墳
時
代
の
中
期（
５

世
紀
前
半
）
に
朝
鮮
半
島
か
ら
伝
わ
っ
た

焼
成
技
術
で
焼
い
た
も
の
。
青
く
硬
く
焼

き
締
ま
っ
て
い
る
こ
と

が
特
長
で
す
。

▼
展
示
期
間　

６
月
28
日
（
金
）
ま
で

▼
展
示
場
所　

役
場
１
階
ロ
ビ
ー
（
情

報
公
開
コ
ー
ナ
ー
前
）

問
社
会
教
育
課
生
涯
学
習
係

☎
９
８
５
―
４
１
３
５

出
作
遺
跡
の
出
土
品
ロ
ビ
ー
展

展
示
物
を
入
れ
替
え
ま
し
た

　

４
月
か
ら
、
Y's
Ｒ
o
ａ
ｄ
松
山
店　

エ
ミ
フ
ル
M
Ａ
Ｓ
Ａ
Ｋ
Ｉ
の
レ
ン
タ
サ

イ
ク
ル
利
用
料
金
が
今
ま
で
の
半
額
以

下
に
改
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

大
型
連
休
も
控
え
る
こ
の
春
、
利
用

し
や
す
く
な
っ
た
レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
で

町
内
散
策
に
出
掛
け
ま
せ
ん
か
。

▼
自
転
車
の
種
類　

ク
ロ
ス
バ
イ
ク
、

折
り
た
た
み
自
転
車
、
電
動
ア
シ
ス
ト

付
き
自
転
車
、
タ
ン
デ
ム
自
転
車
な
ど

▼
利
用
料
金　

１
台
１
０
０
０
円
～

２
０
０
０
円（
保
険
代
１
０
０
０
円
が

別
途
必
要
）

問
Y's
Ｒ
o
ａ
ｄ
松
山
店　

エ
ミ
フ
ル
M

　

Ａ
Ｓ
Ａ
Ｋ
Ｉ

☎
９
８
４
―
４
８
３
５

　

産
業
課
商
工
水
産
観
光
係

　

☎
９
８
５
―
４
１
２
０

春
の
町
内
散
策
に
レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
を

利
用
し
や
す
い
料
金
に
な
り
ま
し
た

　

土
地
や
住
宅
の
こ
と
で
分
か
ら
な
い

こ
と
、
困
っ
た
こ
と
を
気
軽
に
相
談
し

て
く
だ
さ
い
。
相
談
は
無
料
で
す
。

1
ハ
ト
の
マ
ー
ク
の
不
動
産
無
料
相
談

▼
主
催　

伊
予
宅
建
協
会

▼
日
程　

毎
月
10
日　

13
時
～
15
時

（
土
日
祝
の
場
合
は
翌
開
庁
日
）

▼
内
容　

土
地
、
建
物
、
住
ま
い
の
こ
と

▼
場
所　

庁
舎
４
階
４
０
２
会
議
室

※
７
月
の
み
庁
舎
４
階
４
０
３
会
議
室

で
行
い
ま
す
。

2
す
ま
い
の
相
談

▼
主
催　

松
前
町
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
建
築

士
グ
ル
ー
プ

▼
日
程　

４
月
９
日（
火
）、
５
月
７
日

土
地
・
住
宅
に
関
す
る
無
料
相
談
を
行
い
ま
す

（
火
）、６
月
11
日（
火
）、７
月
９
日（
火
）、

８
月
13
日（
火
）、
９
月
10
日（
火
）、
10

月
８
日（
火
）、
11
月
12
日（
火
）、
12

月
10
日（
火
）、
２
０
２
０
年
１
月
14
日

（
火
）、
２
月
12
日（
水
）、
３
月
10
日（
火
）

※
い
ず
れ
も
９
時
30
分
～
12
時
、
13
時
～

15
時
30
分

▼
内
容　

住
宅
の
耐
震
工
事
な
ど

▼
場
所　

庁
舎
１
階
ロ
ビ
ー

1 
2 
共
通
事
項

　

実
施
日
と
連
絡
先
は

毎
月
の
お
役
立
ち
カ
レ
ン

ダ
ー
で
確
認
で
き
ま
す
。

問
ま
ち
づ
く
り
課
計
画
建
築
係

☎
９
８
５
―
４
１
２
４
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税
務
課
町
民
税
係（
税
の
こ
と
）　

☎
９
８
５
―
４
１
１
０

保
険
料
や
税
を
年
金
天
引
き（
特
別

徴
収
）で
納
め
て
い
る
人
は
、
本
年
度
も

引
き
続
き
年
金
天
引
き
と
な
り
ま
す
。

保
険
料（
税
）
額
決
定
ま
で
は
、
原

則
２
月
と
同
額
を
納
め
て
も
ら
い
、
10

月
以
降
の
本
徴
収
で
調
整
し
ま
す
。

▼
対
象
保
険
料
・
税

○
介
護
保
険
料　

○
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

○
国
民
健
康
保
険
税

○
町
県
民
税

問
保
険
課
保
険
料
係（
保
険
料
の
こ
と
）

 

☎
９
８
５
―
４
２
２
７

保
険
料
や
税
の
仮
徴
収
が
始
ま
り
ま
す

申
告
加
算
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

問
松
山
税
務
署（
自
動
音
声
案
内
）

 

☎
９
４
１
―
９
１
２
１

　

税
務
課
町
民
税
係　

☎
９
８
５
―
４
１
１
０

【
事
業
主
の
皆
さ
ん
へ
】

　

法
人
税
額
が
、
修
正
申
告
や
更
正
・

決
定
で
当
初
よ
り
増
額
に
な
る
と
き

は
、
法
人
町
民
税
の
修
正
申
告
が
必
要

で
す
。
す
ぐ
に
修
正
申
告
書
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

問
税
務
課
管
理
収
納
係　

☎
９
８
５
―
４
１
０
９

▼
税
額
を
多
く
申
告
し
て
い
た

　

税
務
署
に
あ
る
更
正
の
請
求
書
で
訂

正
し
ま
す
。
平
成
30
年
分
確
定
申
告
の

更
正
が
請
求
で
き
る
期
間
は
、
申
告
期

限
か
ら
５
年
以
内
で
す
。

▼
税
額
を
少
な
く
申
告
し
て
い
た
・
還

付
を
受
け
た
税
額
が
多
か
っ
た

　

修
正
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。
税
務

署
の
調
査
前
に
修
正
申
告
す
れ
ば
、
過

少
申
告
加
算
税
は
か
か
り
ま
せ
ん
。

▼
確
定
申
告
を
忘
れ
て
い
た

　

す
ぐ
に
確
定
申
告
を
し
ま
し
ょ
う
。

税
務
署
の
調
査
前
に
申
告
す
れ
ば
、
無

確
定
申
告
が
間
違
っ
て
い
た
ら
…

平成 31年度

納 税 の 期 限

問税務課管理収納係　☎ 985-4109

税　目 期 別 納 期 限 口座振替日 

固定資産税

第１・全期             5 月   7 日 4 月 25 日
2              7 月 31 日 7 月 25 日
3           12 月 25 日 12 月 25 日
4 2020 年 3 月   2 日 2020 年 2 月25日

軽自動車税 全期             5 月      31 日 5 月 27 日

町県民税

第１・全期             7 月    1 日 6 月 25 日
2             9 月   2 日 8 月 26 日
3           10 月 31 日 10 月 25 日
4 2020 年 1 月 31 日 2020 年 1月27日

国民健康
保  険 税

第１・全期             7 月 31 日 7 月 25 日
2             9 月   2 日 8 月 26 日
3           9 月 30 日 9 月 25 日
4           10 月 31 日 10 月 25 日
5           12 月   2 日 11 月 25 日
6           12 月 25 日 12 月 25 日
7 2020 年 1 月 31日 2020 年 1月27日
8  3 月   2 日 2 月 25 日
9  3 月 31 日 3 月 25 日

平成 31 年度 　水道検針・集金事務委託者

問上下水道課業務係　☎ 985‒4133

納
  付
月

4 6 8 10 12 2

徴
収
区
分

仮徴収
平成 31 年 2 月と
同額（町県民税
は公的年金に係
る 30 年度税額
の 1/6 相当額）

本徴収
年間保険料
（ 税）額－

仮徴収納付額

※ 口座振替の人で振替日に残高不足で引き落としできなかった場
　合は、納期月の翌月 10 日（1 月と 5 月は 15 日、金融機関が休業
　日の場合は翌営業日）にもう一度口座振替します。

委託者名 担当地区

検

針

員

黒瀬　志穂 宗意原・今新開
鍵野　雪乃

北黒田・宗意原
水野　佳代
佐藤　美佳 北黒田・南黒田
楠野　千　子 北黒田・新立・宗意原
女鹿　幸子 神崎・塩屋
加藤　初惠 大間・昌農内
増田　恵美 新立・本村
平野　さつき 上高柳・恵久美・横田
坂本　豊 筒井・塩屋
戎屋　多恵子 筒井
河本　重美 西古泉
池内　桂子 北川原 ･ 南黒田
山本　真紀 西高柳
渡瀨　紀代

徳丸・中川原・出作・鶴吉
増田　弥生
川中　知枝 永田・東古泉・大溝

集

金

員

森本　由記美 南黒田・北黒田・宗意原・筒井
堀部　一美 本村・筒井・西古泉
戒田　京子

塩屋
阪東　利美
西森　文子 北黒田
大野　光 新立

FAX でのお問い合わせ　985-4148 ㈹

４
月
か
ら
国
民
年
金
保
険
料
が
変
わ
り
ま
す

平
成
31
年
度
の
保
険
料
は
、
月
額

１
万
６
４
１
０
円
で
す（
前
年
度
よ
り

７
０
円
引
き
上
げ
）。

▼
保
険
料
の
納
付

４
月
上
旬
に
日
本
年
金
機
構
か
ら
送

ら
れ
て
く
る
納
付
書
で
、
毎
月
の
保
険

料
を
翌
月
末
日
ま
で
に
納
め
ま
す
。

　

納
付
場
所
は
、金
融
機
関（
ゆ
う
ち
ょ

銀
行
を
含
む
）や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
で
す
。
ほ
と
ん
ど
の
金
融
機
関
で
口

座
振
替
も
で
き
ま
す
。ま
た
、前
納
を
利

用
す
る
と
保
険
料
が
割
引
に
な
り
ま
す
。

▼
学
生
納
付
特
例
申
請
に
つ
い
て

　

所
得
の
少
な
い
学
生
は
、
保
険
料
の

納
付
が
猶
予
さ
れ
る「
学
生
納
付
特
例

制
度
」が
利
用
で
き
ま
す
。

　

利
用
を
希
望
す
る
人
で
、
前
年
度
に

学
生
納
付
特
例
申
請
が
承
認
さ
れ
、
は

が
き
式
の
申
請
書
が
送
付
さ
れ
た
人

は
、
必
要
事
項
を
記
入
し
て
郵
便
ポ
ス

ト
へ
投
函
し
て
く
だ
さ
い
。

　

初
め
て
学
生
納
付
特
例
の
申
請
を
す

る
人
は
、
学
生
証
か
在
学
証
明
書（
原

本
）、
年
金
手
帳
、
認
め
印（
朱
肉
を
使

う
も
の
）を
持
参
し
、
町
民
課
か
年
金

事
務
所
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
松
山
西
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課

☎
９
２
５
―
５
１
０
５

　

町
民
課
住
民
係☎

９
８
５
―
４
１
０
６

皆
さ
ん
の
協
力
で
快
適
な
道
路
に

道
路
に
張
り
出
し
た
庭
木
は
剪せ
ん
定て
い
を

　

町
道
に
隣
接
す
る
住
宅
な
ど
の
敷
地

か
ら
、木
の
枝
が
道
路
に
張
り
出
し
て
い

て
通
行
の
妨
げ
に
な
る
と
い
う
相
談
が

増
え
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
は
、庭
木
の
管

理
を
適
切
に
行
っ
て
い
ま
す
か
。

　

車
道
や
歩
道
へ
庭
木
が
張
り
出
し
て

い
る
と
車
や
歩
行
者
な
ど
が
通
行
し
づ

ら
い
だ
け
で
な
く
、道
路
の
見
通
し
が
悪

く
な
り
交
通
事
故
に
つ
な
が
る
恐
れ
も

あ
り
ま
す
。

▼
庭
木
の
管
理
を
し
っ
か
り
と

　

私
有
地
か
ら
張
り
出
し
て
い
る
庭
木
な

ど
は
土
地
所
有
者
に
所
有
権
が
あ
る
た
め

町
で
剪
定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。自
宅

や
所
有
地
の
周
辺
を
確
認
し
、張
り
出
し
て

い
る
庭
木
が
あ
れ
ば
剪
定
す
る
な
ど
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
ま
ち
づ
く
り
課
管
理
係

☎
９
８
５
―
４
１
５
６

歯を大切に
　

（3）慢性微小炎症①
～慢性微小炎症を制すれば健康長寿に～

口と全身の健康のお話歯の
おはなし

伊予歯科医師会監修

　2016 年に放映されたNHK スペシャル 「あなた

もなれる健康長寿」を覚えていますか。その内容

は、健康長寿を達成するには、慢性微小炎症の克

服が不可欠であるというものでした。

　血液検査で CRPという値がよく出てきますが、

これは炎症の指標となる数値で、例えば肺炎にな

ると、10mg/dlを超えるような高値となります（正

常値は 0.3-0.5 mg/dl）。ところが、慢性微小炎症の

指標となると、さらに精密に0.1 mg/dl 未満の値を

測る必要があります。それが高感度 CRP （hsCRP）

です。最近、動脈硬化や粘膜下がんなどの関連で

注目されています（正常値は 0.07mg/dl 以下）。

　2018 年、ヨーロッパとアメリカの歯周病学会は

歯周病の進行速度を示すグレード分けに新たにこ

の hsCRPを採用し、HbA1c 値と喫煙状態を加味し

て判定することになりました。歯周病の診断基準

に慢性微小炎症と糖尿病の指標を採用したので

す。まだ症状は出ていないけれど、目に見えない、

わずかなくすぶりがずっと続くことが、健康寿命の

延伸に黄色信号をともすのです。

　今後は、未病のうちに血液検査の高感度 CRP

に注視し、わずかなくすぶりに気付きましょう。そ

して、運動不足や肥満に気を付けるとともに、ま

ずは口の中の慢性微小炎症を放置せずに、歯周

病などのチェックを気軽に受け、生涯を健康に保

ちましょう。
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る
建
物
を
除
却
す

る
費
用

②
町
内
全
地
区　

　

倒
壊
す
る
お
そ

れ
が
あ
る
空
家
を

除
却
す
る
工
事
の

費
用
の
一
部

▼
対
象
建
物    

次
の
全
て
を
満
た
す
建
物

・
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着
工
さ

れ
た
建
物

・
敷
地
内
に
所
有
者
、
管
理
者
や
占
有

者
が
お
ら
ず
放
置
さ
れ
て
い
る
建
物

・
倒
壊
の
お
そ
れ
が
あ
る
建
物

▼
対
象
者　

建
物
除
却
の
権
限
を
持
つ
人

1 
2 
共
通
事
項

▼
受
付
期
間　

４
月
８
日（
月
）
～

２
０
２
０
年
１
月
31
日（
金
）

問
ま
ち
づ
く
り
課
計
画
建
築
係

☎
９
８
５
―
４
１
２
４

1 
木
造
住
宅
耐
震
工
事
補
助

　

木
造
住
宅
の
耐
震
化
の
た
め
、
建
物

を
補
強
す
る
工
事
の
費
用
を
助
成
し
ま

す
。
ま
た
、
耐
震
工
事
の
補
助
に
必
要

な
耐
震
診
断（
住
宅
の
安
全
性
を
診
断
）

や
耐
震
設
計  （  
補
強
箇
所
の
設
計
図
書

を
作
成 

） を
無
料
で
行
い
ま
す
。
今
年

度
か
ら
、
住
宅
内
の
一
部
に
強
固
な
箱

型
の
空
間
を
作
っ

て
安
全
を
確
保
す

る
、
耐
震
シ
ェ
ル

タ
ー
設
置
工
事
に

つ
い
て
も
補
助
の
対

象
と
な
り
ま
し
た
。

▼
対
象
住
宅  

次
の
全
て
を
満
た
す
住
宅

・
町
内
で
、
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前

に
着
工
さ
れ
た
一
戸
建
て
の
木
造
住
宅

・
併
用
住
宅
の
と
き
は
、
住
宅
以
外
の

用
途
の
床
面
積
が
半
分
以
下
の
住
宅

・
２
階
建
て
以
下
の
住
宅
で
、
延
べ
面

積
が
５
０
０
㎡
以
下
の
も
の

※
枠
組
壁
工
法
、
丸
太
組
工
法
、
特
別

な
認
定
を
得
た
工
法
の
住
宅
は
対
象
外

▼
対
象
者　

住
宅
の
所
有
者

2 
老
朽
放
置
建
物
除
却

　

建
物
倒
壊
に
よ
る
災
害
な
ど
を
防
止

す
る
た
め
、次
の
費
用
を
助
成
し
ま
す
。

①
新
立
・
本
村
の
一
部
地
区　

　

町
に
寄
付
し
て
も
ら
っ
た
土
地
に
あ

木
造
住
宅
を
所
有
し
て
い
る
人
へ

耐
震
工
事
・
老
朽
放
置
建
物
の
除
却
を
助
成
し
ま
す

先着順で受け付けます。
申請前に窓口で相談し
てくださいね。

 役場からのお知らせ N e w s FAX でのお問い合わせ　985-4148 ㈹

あなたの家は地震に耐えられますか

耐震診断・耐震補強をしよう

　阪神・淡路大震災では、死者の約8割が家屋の

倒壊によって命を落としました。自分や家族の命

を守り、地震による被害を最小限に抑えるため、住

んでいる家のことをもう一度見直してみましょう。

▼耐震診断を受けましょう
　昭和56 年以前に建てられた建物は、古い耐震

基準で建てられているため、耐震性に問題がある

可能性が高く危険です。56年以降の建物でも、地

盤が弱い敷地に建てられた建物や壁・基礎にひび

割れがある建物は、耐震診断を受けてみましょう。

▼地震に強い家に
　耐震診断を受けると、家屋の改善ポイントが明確

になります。上で紹介している助成制度を活用しな

がら住んでいる家の弱点を認識し、具体的な対策

をとって地震に強い家にしましょう。

　今年度から補助の対象となった耐震シェルター設

置工事は、ユニットを建物内に組み付けるだけで施

工できるため、安価で工期を短縮できます。耐震補

強にもいろんな種類がありますので、無料相談（P.19）

を活用するなどまずは専門家に相談してみましょう。

　

　　  　      松前町公式防災

　

　　  　      フェイスブックページ
松前の
防災力
総務課危機管理係
☎　985―4103
FAX　985―4148
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